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（
法
務
委
員
会
）

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
に
関

し
、
認
証
の
制
度
を
設
け
、
併
せ
て
時
効
中
断
等
に
係
る
特
例
を
定
め
て
そ
の
利
便
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念
等

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に
関
し
、
そ
の
基
本
理
念
（
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
等
）
及
び
国
等
の
責
務
（
国
民
の
理
解
の
増

進
等
）
に
つ
い
て
定
め
る
。

二
、
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
の
認
証
制
度

１

民
間
紛
争
解
決
手
続
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
申
請
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
適
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
と
さ

れ
る
一
定
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
法
務
大
臣
の
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
務
大
臣
は
、
認
証
に
当
た
り
、
認
証
審
査
参
与
員
か
ら
意
見
聴
取
を
行
う
。

３

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
（
認
証
を
受
け
た
紛
争
解
決
事
業
者
）
は
認
証
を
受
け
て
い
る
旨
及
び
業
務
に
関
す
る
一
定
の
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情
報
の
提
供
を
行
い
、
法
務
大
臣
は
こ
れ
ら
の
情
報
を
公
表
で
き
る
。

４

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
は
、
事
業
報
告
書
等
一
定
の
書
類
を
作
成
し
、
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

務
大
臣
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
に
対
し
て
、
報
告
の
徴
求
、
検
査
、
勧
告
、
命
令
、
認
証
の

取
消
し
を
行
う
。

５

認
証
紛
争
解
決
事
業
者
は
、
認
証
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
関
し
、
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
時
効
中
断
等
に
係
る
特
例

１

認
証
紛
争
解
決
手
続
の
終
了
後
一
か
月
以
内
に
訴
訟
手
続
に
移
行
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
認
証
紛

争
解
決
手
続
に
お
け
る
請
求
時
に
遡
っ
て
時
効
中
断
の
効
力
が
発
生
す
る
。

２

受
訴
裁
判
所
は
、
認
証
紛
争
解
決
手
続
の
実
施
等
一
定
の
要
件
の
下
で
、
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

訴
え
提
起
前
に
裁
判
所
の
調
停
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
件
の
う
ち
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
訴
え
の
提
起
前
に
認

証
紛
争
解
決
手
続
を
経
て
い
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
調
停
の
前
置
を
要
し
な
い
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


